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八戸市における男女共同参画推進の経緯

平成６年度

平成８年度

平成13年度

平成14年度

・「八戸市女性行動計画策定会議」を立ち上げ

・「男女共同参画社会をめざすはちのへプラン」及び
実施計画を策定し、市独自の実効性ある取組を開始

・「八戸市男女共同参画基本条例」制定

・「はちのへプラン」を「第１次八戸市男女共同参画
基本計画」に位置付け、取組期間を５年延長

・市議会において「男女共同参画都市宣言」を決議

・「八戸市男女共同参画審議会」初開催
委員任期２年、現在は第12期
（委員は女性７名、男性３名の計10名）

2



八戸市における男女共同参画推進の経緯

平成17年度

平成23年度

平成28年度

令和３年度

令和５年度

・「第２次八戸市男女共同参画基本計画」策定

・「第３次八戸市男女共同参画基本計画」策定

・「第４次八戸市男女共同参画基本計画」策定
計画の一部を女性活躍推進法に基づく市町村
推進計画に位置付ける

・「第５次八戸市男女共同参画基本計画」策定

・市民連携推進課内に「男女共同参画推進室」を
新設し、性的マイノリティ関連業務を含めて
総合的に取り組む
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令和４年３月に第５次八戸市男女共同参画基本計画を策定し、取組のさら
なる強化を図る必要があったこと及び、福祉関係部署にあった性的マイノリティに
関する事務を含めて総合的に取り組む必要があったことから、令和５年４月に
「男女共同参画グループ」から再編し、「男女共同参画推進室」を新設した。

男女共同参画事業の推進体制

市民連携推進課（課長）

市民協働G 地域連携G 男女共同参画推進室
・参事兼室長
・室員３名

国際交流G

NPO・市民団体
活動支援

町内会活動支援 国際交流・
多文化共生推進
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八戸市男女共同参画基本条例

市では、男女共同参画社会基本法（平成13年１月６日施行）の理念に基づ
き、「八戸市男女共同参画基本条例」を制定（平成13年10月１日施行）し、
市の男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、様々な事業を推進している。

○各主体の責務（第４条～第６条）
市、市民、事業者それぞれの責務を記載

○基本計画の策定（第７条）
男女共同参画を推進するための指針となる基本計画を策定しなければならない
（男女共同参画社会基本法では市町村の計画策定を努力義務としているが、
本条例により計画策定を義務化した）

○男女共同参画推進月間（第12条）
毎年10月を男女共同参画推進月間と定め、重点的に啓発活動を行う

○年次報告（第13条）
毎年、男女共同参画の推進状況及び施策の実施状況を公表しなければならない

○男女共同参画審議会（第17条）
男女共同参画の推進に資するため、八戸市男女共同参画審議会を置く 5



八戸市男女共同参画審議会

男女一人ひとりが生き生きと暮らせる男女共同参画社会の実現を目指すことを目
的に、「八戸市男女共同参画審議会」を設置している。

○設立年
平成14年

○委員任期
２年

○委員数
10人（定数15人以内）

○男女比
男性30％ 女性70％

所属 委員名

八戸工業大学感性デザイン学科准教授 安部 信行

ワーズアンドキャリア代表 楳内 有希子

八戸学院大学地域経済学科特任教授 堤 静子

八戸社会福祉協議会事務局長 間山 路代

青森県社会保険労務士会八戸支部長 島守 雅之

日本政策金融公庫八戸支店長 高木 功

連合青森三八地域協議会事務局長 武部 千賀子

八戸商工会議所女性会理事 宮守 洋子

青森労働局雇用環境・均等室長 居石 淳子

公募委員 高橋 葵

＜第12期委員名簿＞
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第５次八戸市男女共同参画基本計画

・令和４年３月に、令和８年度までを計画期間とする「第５次八戸市男女共同
参画基本計画」を策定。
・「男女一人ひとりが生き生きと暮らすことのできるまち 八戸市」を目指し、その実
現のために３つの基本目標を定め、「地域における男女共同参画の推進」など、
16施策121事業（再掲含む、R6.4.1現在）に取り組んでいる。
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八戸市の男女共同参画の取組事例

男女共同参画意識啓発講演会

令和５年度ポスター弁護士の菊地幸夫氏による講演会の様子

八戸市民大学の講座の一つとして、「八戸市男女共同参画推進月間」であ
る10月に、著名な講師の方をお招きし、広く市民の皆様を対象に、男女共
同参画に関する講演会を開催しています。
（令和６年度はシンガーの木山裕策氏を講師に招いて開催予定） 8



八戸市の男女共同参画の取組事例

男女共同参画社会を考える情報誌「WITH YOU」

2024年春号

年２回情報誌を作成し、公共機関や商業施設、学校、企業、銀行などへの
配布のほか、イベント会場でも配布しています。
バックナンバーを含め、市のホームページからデータをダウンロードできます。
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八戸市の男女共同参画の取組事例

意識啓発活動

毎年10月の「八戸市男女共同参画推進月間」に、市内プロスポーツチーム
の試合会場や商業施設に出向き、啓発ティッシュを配布しています。
はちのへホコテンなどのイベントに出向き、パネルアンケートの実施や啓発グッズ
の配布を行っています。

ヴァンラーレ八戸ホーム戦での
啓発用ポケットティッシュ配布の様子

はちのへホコテンへの
ブース出展の様子
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八戸市の男女共同参画の取組事例

女性チャレンジ講座

職場や地域社会での活躍が期待される女性を対象に開催しています。受講
者はグループワークや行政講座等に参加しながらビジネススキルの向上や他参
加者とのネットワークづくりを図り、２年目にはグループ毎に行政課題研究に取
り組み、市長への企画提案を行っていただいています。

行政講座（施設見学）講座の様子
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八戸市の男女共同参画の取組事例

LGBT等理解促進事業

LGBTなどの性的マイノリティについて、市民や職員を対象とした研修会等を
通じて、性的指向や性自認に関する理解促進と意識啓発を図る取組を行っ
ています。令和４年度に「八戸市職員にじいろガイドライン」を作成・公表した
ほか、令和５年度から市民向けの理解促進事業を展開しています。

市民向けリーフレット性的マイノリティ関連講座
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重要業績評価指標

平成27年と比較して令和２年度は比率が上昇していることから、一定の
事業効果はあるものと考えています。
目標の達成に向けて、引き続き各事業を推進してまいります。

「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感しない」、「どち
らかと言えば同感しない」と答えた方の比率

平成27年 令和２年 令和８年（目標）

61.2％ 68.5％
上昇

（100％を目指す）
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重要業績評価指標

令和３年３月に策定した「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主
行動計画」により、女性職員の活躍の推進に取り組んでいます。課長級以
上における女性職員の割合は、徐々にではありますが上昇しており、女性
職員の管理職登用が推進されてきています。

市職員の管理職（課長級以上）に占める女性の割合

H27 R2 R3 R4
R7

（目標）

13.8% 13.4% 15.2% 18.6% 17%以上
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重要業績評価指標

女性のキャリアアップ支援の取組の一つとして、「はちのへ創業・事業継承サ
ポートセンター」を設置し、専門家による相談対応やセミナーの開催、情報
発信などにより創業を支援しています。令和４年度は支援を受けて創業し
た方39名中、女性20名と男性を上回っており、順調に推移しています。

はちのへ創業・事業継承サポートセンターの支援により起業
した女性の人数（累計）

H27 R2 R3 R4
R８

（目標）

1人 67人
84人

（17人増）
104人

（20人増）
148人

15



重要業績評価指標

子どもが生まれた職員には制度の案内を個別に行い、育児休業を実際に
取得した男性職員や上司の生の声を伝える取組を行うなど、市として育児
休業取得を促進し、職場においても男性職員が休みやすい環境づくりに努
めた結果、令和４年度には37%となり、大きく改善されてきています。

市男性職員の育児休業取得率

H27 R2 R3 R4
R８

（目標）

4.2% 14.8% 15.0% 37.0% 30%
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重要業績評価指標

町内会長に占める女性の割合は3%台にとどまっており、目標未達となって
います。加入率減少や役員の高齢化など町内会活動に課題を抱える中、
地域において女性会の立ち上げに向けて動き出すなど新たな取組が行われ
つつあることから、地域内における女性の活躍や女性町内会長の増加につ
ながる取組を検討しています。

町内会長に占める女性の割合

H27 R2 R3 R4
R８

（目標）

2.8% 3.4% 3.9% 3.2% 4%
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課内での連携事例

男女共同参画×市民協働

女性チャレンジ講座受講生の中には、それぞれの得意分野を活かしたユニット
を結成して地域活動を行ったり、それぞれの職場で活躍されるなど、講座で学
んだスキルやネットワークを活かした取組を行っている方が多くいます。修了生
の経験を活かして地域活動に関心のある若者や女性の活動を支援するため、
交流会のゲストスピーカーやアドバイザーを務めていただいています。

「女性チャレンジ講座」の受講修了

後、地元小学校等への出前授業

などで活躍

「高校生＆学生まちづくりコンペティ

ション」アドバイザーを務める
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課内での連携事例

男女共同参画×地域連携

地域の高齢化が進み、町内会における各種活動の担い手が不足する中、女
性が中心となって地域活性化に取り組む地域が出てきています。従来の「婦
人会」のような炊き出しなどの裏方としてではなく、女性が主体的に地域課題
の解決に取り組むための組織化を図るため、町内会の活動支援を目的とした
補助制度が活用されています。

町内会からの要望により、男女共

同参画出前講座を開催

当課の補助制度（地域の底力実

践プロジェクト）を活用して女性会

を新設・活動する準備を進めている
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